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   オービーホーム須磨 定期巡回 

定期巡回随時対応型訪問介護看護重要事項説明書 
 

令和 6年 6月 1日 

当事業所はご契約者に対して定期巡回随時対応型訪問介護看護サービスを 

提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いた 

だきたいことについて次の通り説明します。 
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法人理念 
 

人生の偉大な先輩である皆さん 

私たちは、尊敬を込めて オービーさん とお呼びします 

ただただ愛し、しっかり 抱きしめます 

■当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電話： ０７８－７９５－２７６０ 

FAX：  ０７８－７９５－２７６１ 

月曜日～土曜日 ９：００～１７：００ 

担当： 管理者 玉 井 大 介 

      ＊ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。 
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１．サービスを提供する事業者 

名 称 社会福祉法人 丸 

所 在 地 神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３番７ 

電 話 番 号 ０７８－７０６－９４８８ 

代 表 者 氏 名 理事長 田 中 華 代 

設 立 年 月 平成４年４月１６日 

法 人 の 行 う  

事 業 一 覧 

地域包括支援センター（神戸市委託）2 ヵ所、介護予防支援・介護

予防ケアマネジメント 各 2ヵ所、居宅介護支援 2ヵ所、通所介護・

介護予防通所サービス 各 2 ヵ所、認知症対応型通所介護・介護予

防認知症対応型通所介護 各 1 ヵ所、小規模多機能型居宅介護・介

護予防小規模多機能型居宅介護 各 2 ヵ所、定期巡回随時対応型訪

問介護看護 3 ヵ所、訪問介護・介護予防訪問介護 各 1 ヵ所、訪問

看護ステーション・介護予防訪問看護ステーション 各 1 ヵ所、介

護老人福祉施設 2ヵ所、地域密着型介護老人福祉施設 1ヵ所、短期

入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 各 3ヵ所 

 

２．事業所の概要 

事業所の名称 オービーホーム須磨 定期巡回 

事 業 所 番 号 ２８９０７００３７６ 

事業所の所在地 神戸市須磨区白川台３丁目６１－２アニモン白川４０３号 

連  絡  先 
電 話：０７８－７９５－２７６０ 

ＦＡＸ：０７８－７９５－２７６１ 

管  理  者 玉 井 大 介 

サービスを提供 

する地域 

神戸市須磨区全域、垂水区全域、西区の一部(学園東町・学園西町)、

北区の一部(ひよどり台・ひよどり台南町・星和台・鳴子・君影町・

南五葉・北五葉・鈴蘭台南町・鈴蘭台西町) 

開 設 年 月 日 令和６年４月１日 

 

３．業務の概要 
提供する 

      サービス 
定期巡回随時対応型訪問介護看護 

サービス提供日 ３６５日 

サービス提供時間 ２４時間 

サービスを提供 

する地域 

神戸市須磨区全域、垂水区の一部(名谷町・神和台・清玄町)、西区

の一部(学園東町・学園西町)、北区の一部(ひよどり台・ひよどり台

南町・星和台・鳴子・君影町・南五葉・北五葉・鈴蘭台南町・鈴蘭

台西町) 

 

４．事業の目的と運営方針 

  居宅要介護者の方に対し、利用者が可能な限りその居宅において、利用者が尊厳を保

持し，可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう，定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し，入浴，
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排せつ，食事等の介護，日常生活上の緊急時の対応その他、安心してその居宅におい

て生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに，その療養生活を支

援し，心身の機能の維持回復を目指し、定期巡回随時対応型訪問介護看護サービスを

提供する事を目的とします。  

（１）居宅要介護者の方に対し、定期巡回随時対応型訪問介護看護を提供することに

より要介護状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提

供します。  

（２）関係市町、地域の保健医療福祉サービス、各関係機関等と連携を図り、総合的

なサービスの提供に努めます。  

５．職員体制 

職 種 人 数 業務内容 

 管理者 
常 勤 １名 

（兼務） 

１、事業所の従業者・業務の管理を一元

的に行います。 

２、法令等において規定されている指定

定期巡回随時対応型訪問介護看護の

実施に関し従業者に対し遵守すべき

事項において指揮命令を行います。 

 計画作成責任者 
常 勤 １名以上 

（兼務） 

１、適切なサービスが提供されるよう各

担当者と連携しサービス計画書を作

成します。 

２、利用の申込みに係る調整等のサービ

スの内容の管理を行います。 

 オペレーター 

常 勤 ４名以上 

（兼務） 

 

１、利用者又はその家族等からの通報に

対応します。 

２、計画作成責任者及び指定定期巡回随

時対応型訪問介護看護を行う訪問介

護員と密接に連携し、利用者の心身

の状況等の把握に努めます。 

３、利用者又はその家族に対し、相談及

び助言を行います。 

定期巡回サービスを

行う訪問介護員等 

常 勤 ４名以上 

（兼務） 

定期的な巡回により、日常生活上の世話

等のサービス提供を行います。 

随時訪問サービスを

行う訪問介護員等 

常 勤 ４名以上 

（兼務） 

オペレーターからの要請を受け、居宅を

訪問し、日常生活上の緊急時の対応等を

行います。 

訪問看護サービスを

行う看護師等 

連携する訪問看護

ステーション  

(外部委託)   

看護師等によるアセスメントの実施を行

います。 

主治医の指示によりその者の居宅を訪問

し、療養上の世話又は必要な診療の補助

等を行います。 
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※職員配置については指定基準を遵守しています。配置状況は変動することがあります。 

 

６．サービスの内容  

（１）提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サービスの内容 

定期巡回サービス 

居宅サービス計画に基づき、計画作成者が作成したサービス計 

画書にしたがって定期的に居宅を巡回訪問し、サービスを提供 

します。 

随時対応サービス 

利用者に対し、２４時間対応可能な窓口を設置し、当該窓口に 

利用者からの電話回線その他の通信装置等による連絡又は通 

報等を受け、会話を通じて利用者の状況を把握し、随時訪問サ 

ービスの必要性を判断し、必要に応じて訪問介護員に出動を要 

請します。 

随時訪問サービス 

随時対応サービスにおける訪問の判断により、利用者の居宅を 

訪問し、状況に応じ訪問介護員によるサービスを提供します。 

または、訪問看護師が訪問して必要な看護サービスを提供しま 

す。複数の利用者の随時訪問の必要性が生じた場合には、適切 

なアセスメントの結果に基づき緊急性の高い利用者を優先し 

て訪問することがあります。  

訪問看護サービス 

（連携する訪問看護

ステーションによる） 

主治医の指示書に基づき、主治医との連絡調整や療養上の世話 

又は、必要な診療の補助等を行います。 

サービス計画書作成におけるアセスメント及びモニタリング 

の実施、利用者、訪問介護員等へ療養上の指導及び助言を行い 

ます。 

訪問看護サービスについて外部委託する場合は、訪問看護ステーション業務連携委託契約

に基づき、連携委託契約締結をしている訪問看護ステーションに以下の事項について協力

を得るのもとする。（連携型の場合） 

（１）利用者のアセスメント 

（２）随時対応サービス提供における連絡体制の確保 

（３）介護医療連携推進会議への参加 

（４）その他、必要な指導及び助言 

 

定期巡回サービス及び随時訪問サービスの一部を定期巡回地域連携型サービスに関する契

約書を締結している指定訪問介護事業所等に委託することがあります。 

 

７．ケアコール端末機について 
（１）ケアコール端末機は事業所から貸し出します。（電話回線がご自宅にある場合）通信

にかかる通信料（電話代）は、利用者の負担となります。また、コール機のメンテ

ナンスの為、定期診断通報を行う場合の通信料も利用者負担となりますので、あら

かじめご了承ください。 

（２）ケアコール端末機の故障・紛失・水没等については、利用者の故意又は過失に起因

するものに関しては利用者負担となります。それ以外の故障や電池の交換について
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は、事業者の負担となります。 

 

８．利用料金  

（１）介護保険給付対象サービス ※料金詳細については別紙をご覧ください。 

・定期巡回随時対応型訪問介護看護料 

・各種加算 

サービス利用料金（厚生労働大臣の定める額）のうち、法定で定められた利用者 

負担分を事業者にお支払いただきます。利用者負担分を除いた額は事業者が市町 

から直接受け取ります。（代理受領） 

尚、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。 

（２）その他の料金 

利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 料 金 備 考 

サービス提供に当たり必要と

なる利用者の居宅で使用する

電気、ガス、水道の費用 

利用者が通報する際の通信費 

実  費 利用者の別途負担 

サービス提供時にかかる交通

費等 
実  費 利用者の別途負担 

コピー代 実  費 コピー代金等 １枚  10円 

貸与通信機器については、訪問介護員の訪問時の記録の入力として使用し、情報の共有

化や各関係機関事業所との連携に使用します。 

利用者の故意による破損や損壊に関しては、損害の賠償をお願いする場合があります。 

（３）支払方法 

毎月１０日頃に前月分の請求書を発行します。 

① 指定のゆうちょ銀行の口座より、２５日に自動引き落としさせていただきます。

領収証は翌月の請求と併せて発行いたします。 

②２５日に自動引き落とし出来なかった場合は、再度、月末に自動引き落としとなり

ます。 

 

９．サービスの利用方法 

（１）サービスの開始  

   契約後居宅サービス計画に基づき、サービス計画書を作成し、サービス提供を開始

します。 

（２）訪問介護員の交替 

   訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められ

る事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交

替を申し出ることができます。ただし、利用者からの特定の訪問介護員の指名はで

きません。 

   連携訪問介護事業所の訪問介護員が訪問することもあります。 

（３）サービス内容の変更 

   サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施がで 
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きない場合に、サービス内容の変更を行います。 

（４）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

① 医療行為 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の同居家族に対する訪問サービスの提供 

⑤ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、そ

の他迷惑行為 

（５）サービスの終了 

①  利用者の都合で終了する場合 

サービスの終了を希望する日の７日前までにお申し出ください。 

②  当事業者の都合で終了する場合 

当事業者の都合でやむを得ず終了する場合は、終了の１ゕ月前までに文書で通知  

します。 

③ 自動終了 

以下の場合は、自動的にサービスの終了となります。 

ア．利用者が介護保険施設に入居した場合 

イ．利用者の要介護認定区分が、要支援、非該当（自立）と認定された場合 

ウ．利用者が死亡された場合 

④ その他のサービス終了の場合 

ア. 当事業所が守秘義務に反したり、社会通念を逸脱したりするような行為を

した場合 

イ. 利用者が利用料金の支払いを２ゕ月以上遅延し、当事業所の料金支払いの

催告後１ゕ月以内に支払いがない場合 

ウ. 利用者が正当な理由なく、サービスの利用の中止をしばしば繰り返す場合 

エ. 利用者が入院もしくは病気等により３ゕ月以上サービス利用しない場合 

オ．利用者やご家族が、当事業所または当事業所の従業者に対してサービス提

供を継続しがたいほどの背信行為を行った場合 

      これらの場合には、利用者への文書の通知により、催告なくサービスの終了とさせてい

ただきます。 

 

１０．緊急時の対応方法について 

定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供中に、利用者に病状の急変等が生じた場合そ

の他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な対応を行う

とともに、利用者が予め指定する連絡先に連絡します。また、主治医への連絡が困難

な場合は、救急搬送等の必要な対応を行います。 

 

１１. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 
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（２）成年後見制度の利用を支援します。 

 （３）苦情解決体制を整備しています。 

 （４）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親

族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

 

１２．事故発生時の対応について 

定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供中に、事故が発生した場合は、市町、利用者

の家族、利用者に関わる居宅介護支援事業所等に連絡を行うと共に、必要な措置を講

じます。 

事故の状況及び事故に際して講じた措置や経過は記録し、原因の分析や検討、再発防

止の取り組みを行います。 

 

１３．損害賠償について 

（１）事業者は、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者の生命・身体・財

産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を考

慮して相当と認められる場合には、損害賠償額を減ずることができるものとします。 

（２）事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。 

加入保険  介護保険・社会福祉事業者 総合保険 

保険会社  あいおいニッセイ同和損保 

１４．衛生管理等 

（１）定期巡回随時対応型訪問介護看護員サービスの従事者は清潔の保持及び健康状態に

ついて、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

 

１５．身分証携行義務 

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から

提示を求められたときは、身分証を提示します。 

 

１６．秘密の保持と個人情報の保護 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について  

①  事業者は、利用者又はその家族の個人情報について関係法規を遵守し、適切な取

り扱いに努めるものとします。  

② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という)はサービス提供をする上

で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継

続します。 
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④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す

るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

 

（２）個人情報の保護について 

①  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお

いて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報について

も、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人

情報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるも

のの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

１７．合鍵の管理方法について 

（１）利用者宅の合鍵を当事業所で預かり、管理することは致しません。キーボックス等

による対策をお願いしています。 

 

１８．サービス提供記録の閲覧・交付 

（１）利用者は、サービスの提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けることができ

ます。（ただし、複写材料等の実費を請求する場合があります。） 

（２）利用者は、サービス提供契約終了の際には事業者に請求して直近のサービス提供記

録の交付を受けることができます。 

 

１９．サービス利用に関する留意事項 

（１）災害や事故等により訪問に危険が伴うと予想される際は、ご利用者又はご家族と相

談の上、訪問時間の変更や、訪問を中止させていただく場合があります。これらの

状況を脱した場合は、可能な限り速やかに通常通りの訪問に復旧します。 

（２）ご利用者、ご家族からのハラスメント行為等（職員への性的不快・暴言・暴力・危

険行為、ストーカー行為など）が判明した場合には、利用を中止していただく場合

があります。 

（３）円滑なサービス提供が行えるように、また大切なペットを守るためにも、ヘルパー

の訪問中はペットにリードを付ける、もしくは、ゲージに入れるなどの対応をお願

いしています。 

２０．地域との連携について 

（１）定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、地域の医療関係者、あんしんすこやかセンターの職員等により構

成される協議会（以下、「介護医療連携推進会議」といいます。）を設置し、概ね

６月に１回以上、定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・

医療連携推進会議の評価を受けます。 

（２）定期巡回随時対応型訪問介護看護事業者は、（１）の評価、要望、助言等について
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の記録を作成し、当該記録を公表します。 

 

２１．重要事項説明書の変更等 

介護保険に関する法令等の改正等に伴い、本説明書の内容に変更が生じることが予

想される場合や、変更された場合には、事業者は利用者及び身元引受人に対して、そ

の変更部分等について書面を交付して説明し、変更後の重要事項説明書について、口

頭もしくは書面にて同意の確認を行いますので、あらかじめ了承下さい。 

 

２２．サービス内容に関する苦情・相談 

苦情や相談は、下記までご連絡ください。 

（１）当事業所の苦情相談窓口 

▽苦情相談窓口 

 窓 口 名  オービー須磨 定期巡回 

 担 当 者  玉 井 大 介 

 連 絡 先  ＴＥＬ：０７８－７９５－２７６０ 

        ＦＡＸ：０７８－７９５－２７６１ 

 受付時間  ９：００～１７：００(月曜日～金曜日) 

（２）その他の苦情相談受付機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽介護保険サービスに関すること 

窓 口 名  神戸市福祉局監査指導部 

連 絡 先  ＴＥＬ：０７８－３２２－６３２６ 

受付時間  ８：４５～１２：００、１３：００～１７：３０（平日） 

▽要介護施設従事者等による高齢者虐待通報 

窓 口 名  要介護施設従事者等による高齢者虐待通報専用電話 

（監査指導部内） 

連 絡 先  ＴＥＬ：０７８－３２２－６７７４ 

受付時間  ８：４５～１２：００、１３：００～１７：３０（平日） 

▽介護保険サービスに関すること 

窓 口 名  兵庫県国民健康保険団体連合会  

連 絡 先  ＴＥＬ：０７８－３３２－５６１７ 

受付時間  ８：４５～１７：１５（平日） 

▽サービスの質や契約に関すること 

窓 口 名  神戸市消費生活センター 

連 絡 先  ＴＥＬ：０７８－３７１－１２２１ 

受付時間  ９：００～１７：００（平日） 
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面（及び付

属別紙）に基づいて重要事項の説明を行いました。 

令和  年  月  日 

 

事業者   所在地   神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３番７ 

          名  称     社会福祉法人 丸 

          代表者    田 中  華 代 

 

事業所   所在地   神戸市須磨区白川台 3丁目 61-2アニモン白川 403号 

名 称   オービーホーム須磨 定期巡回 

管理者   玉 井 大 介 

 

説明者   氏  名                     

 

 

   私は、本書面（及び付属別紙）により事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

利用者（または※代理人） 

住 所        市     区             

 

氏  名                     

 

電 話        （     ）      

 

※代理人を選定する場合、別途「委任状」が必要となります。 

代理人が委任を受けた範囲内内で行う行為の効果は、利用者本人に帰属します。 

 

  利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、 

私が利用者に代わって、その署名を代筆いたします。 

 

代筆署名者 住 所        市     区             

 

氏  名                     

                 （利用者との関係：       ） 

 

電 話        （     ）      
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別紙（１） 

サービスの内容及び利用料金表 

令和 6年 6月 1日改定 

 

１．介護保険給付対象サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

 

（１）基本単価と料金〖月額〗 

要介護度

区分 
単位数 利用料金 

自己負担金額 

１割 ２割 ３割 

要介護１ ５，４４６単位 ５９，０３４円 ５，９０４円 １１，８０７円 １７，７１１円 

要介護２ ９，７２０単位 １０５，３６４円 １０，５３７円 ２１，０７３円 ３１，６１０円 

要介護３ １６，１４０単位 １７４，９５７円 １７，４９６円 ３４，９９２円 ５２，４８８円 

要介護４ ２０，４１７単位 ２２１，３２０円 ２２，１３２円 ４４，２６４円 ６６，３９６円 

要介護５ ２４，６９２単位 ２６７，６６１円 ２６，７６７円 ５３，５３３円 ８０，２９９円 

 

（２）訪問看護サービスを行う場合（連携型） 

 要介護

度区分 
単位数 利用料金 

自己負担金額 

１割 ２割 ３割 

要介護１ ２，９６１単位 ３２，０９７円 ３，２１０円 ６，４２０円 ９，６３０円 

要介護２ ２，９６１単位 ３２，０９７円 ３，２１０円 ６，４２０円 ９，６３０円 

要介護３ ２，９６１単位 ３２，０９７円 ３，２１０円 ６，４２０円 ９，６３０円 

要介護４ ２，９６１単位 ３２，０９７円 ３，２１０円 ６，４２０円 ９，６３０円 

要介護５ ３，７６１単位 ４０，７６９円 ４，０７７円 ８，１５４円 １２，２３１円 

 

（３）定期巡回・随時対応・随時訪問を夜間にのみ行う場合 

名称 回数 
単位

数 
利用料金 

自己負担金額 

１割 ２割 ３割 

基本夜間訪問

サービス費 

１月につき ９８９

単位 
１０，７２０円 １，０７２円 ２，１４４円 ３，２１６円 

定期巡回サー

ビス費 

1 回につき ３７２

単位 

４，０３２円 ４０４円 ８０７円 １，２１０円 

随時訪問サー

ビス費(Ⅰ) 

1 回につき ５６７

単位 

６，１４６円 ６１５円 １，２３０円 １，８４４円 

随時訪問サー

ビス費(Ⅱ) 

1 回につき ７６４

単位 

８，２８１円 ８２９円 １，６５７円 ２，４８５円 

 

※ 上記料金は、単位数に神戸市の地域単価１０，８４円を乗じて算出しています。

介護保険報酬改定に基づき定められた料金です。法令が改正になった場合には、

法令に従い変更させていただきます。 



12 

自己負担額は、介護保険負担割合の利用者負担割合に則り決定します。 

料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる

場合があります。 

※ 月途中からの利用開始や、月途中での利用中止の場合日割り日額を乗じた利用料

となります。 

※ 通所介護、通所リハビリテーション若しくは認知症対応型通所介護を利用してい

る利用者は、所定単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に以下の単位

数を乗じて得た単位数を減じたものを、当該月の所定単位数とします。 

※ 短期入所系サービスを利用された場合は基本報酬の単数を日割りで計算します。 

 

２. 減算   デイサービスを利用した場合は、1日につき以下の単位数を減算します。 

減算項目 単位数 利用金額 
自己負担金額 

1割 2割 3割 

□デイサービスを

利用した場合 

要介護１ 62 単位 672 円 68 円 135 円 202 円 

要介護２ 111 単位 1203 円 121 円 241 円 361 円 

要介護３ 184 単位 1994 円 200 円 399 円 599 円 

要介護４ 233 単位 2525 円 253 円 505 円 758 円 

要介護５ 281 単位 3046 円 305 円 610 円 914 円 

□業務継続計画未実施減算  所定単位数の１００分の１単位 

□高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の１００分の１単位 

 

３．各種加算料金 

サービス内容 単位数 利用金額 
自己負担金額 

１割 ２割 ３割 

□初期加算/１日につき ３０単位 ３２５円 ３３円 ６５円 ９８円 

口口腔連携強化加算/１月につき ５０単位 ５４２単位 ５５円 １０９円 １６３円 

□総合マネジメント体制強化加算Ⅰ

/１月につき 

１，２００ 

単位 

１３，００８ 

円 

１，３０１ 

円 

２，６０２ 

円 

３，９０３ 

円 

□総合マネジメント体制強化加算Ⅱ

/１月につき 

８００ 

単位 
８，６７２円 ８６８円 １，７３５円 ２，６０２円 

□認知症専門ケア加算（Ⅰ）/１月に

つき 
９０単位 ９７５円 ９８円 １９５円 ２９３円 

□認知症専門ケア加算（Ⅱ）/１月に

つき 

１２０単

位 
１３００円 １３０円 ２６０円 ３９０円 

□生活機能向上連携加算（Ⅰ）/１月

につき 
１００単位 １，０８４円 １０９円 ２１７円 ３２６円 

□生活機能向上連携加算（Ⅱ）/１月

につき 
２００単位 ２，１６８円 ２１７円 ４３４円 ６５１円 

□サービス提供体制強化加算（Ⅰ）/

１月につき 

７５０単

位 
８，１３０円 ８１３円 

１，６２６

円 

２，４３９

円 
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□サービス提供体制強化加算（Ⅱ）/

１月につき 

６４０単

位 
６，９３７円 ６９４円 

１，３８８

円 

２，０８２

円 

□サービス提供体制強化加算（Ⅲ）/

１月につき 

３５０単

位 
３，７９４円 ３８０円 ７５９円 

１，１３９

円 

□介護職員等処遇改善加算Ⅰ 介護職員等の処遇改善に充てられる加算 

所定単位数に２４．５パーセントを乗じた単位数 

□介護職員等処遇改善加算Ⅱ 介護職員等の処遇改善に充てられる加算 

所定単位数に２２．４パーセントを乗じた単位数 

 

※ 初期加算は、当事業所の利用を開始した日から 30 日以内の期間について算定し

ます。 

※ 口腔連携強化加算は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の従業者が、

口腔の健康状態の評価を実施し歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、評価

の結果の情報提供を行った場合に算定します 

※ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)は、利用者の状況の変化に応じ多職種共同で

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直し、地域の病院、診療所等他の

関係施設に対して当事業所が提供できるサービスの具体的な内容に関して情報

提供を行っている場合に算定します。 

  総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)は、Ⅱの内容に加えて日常的に利用者と関わ

りある地域住民等の相談に対応する体制をとっている場合や地域住民との連携に

より、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っている場合

に算定します。 

 ※ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)は、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の占有率や、

認知症介護実践リーダー研修修了者の割合、認知症ケアに関する留意事項の伝達

または、技術的指導に係る会議の開催した場合に算定します。 

※ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)は、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の占有率や、

認知症介護実践リーダー研修修了者の割合、認知症ケアに関する留意事項の伝達

または、技術的指導に係る会議の開催、認知症介護指導者養成研修修了者を配置

し、認知症ケアの指導等を実施した場合に算定します。 

※ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、当事業所の計画作成責任者が、訪問リハビリテー

ション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施する

医療機関の医師等の助言に基づき生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを実施した場合に算

定します。 

※ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテ

ーション事業所、リハビリテーションを実施する医療機関が利用者の居宅を訪問

する際に、当事業所の計画作成責任者が同行すること等で利用者の状態評価を共
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同で行い、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

を作成し、当該計画に基づくサービスを実施した場合に算定します。 

※ サービス提供体制強化加算は、当事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして届け出し、利用者に対して定期巡回随時対応型訪問介護看護を行

った場合に算定します。 

※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員、経験技能のある職員、施設職員の処遇を

改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる

加算です。 

区分支給限度基準額の対象になりません。 

地域区分別の単価(4 級地 10.84)を含んでいます。 


